
 

 

 

 

 

 

  第 ２ ８ 号 議 案  

 

 

新 宿 区 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 の 区 域 内 に お け る

建 築 物 の 制 限 に 関 す る 条 例  

 

 

   上 記 の 議 案 を 提 出 す る 。  

 

 

 

    令 和 ８ 年 ２ 月 １ ７ 日  

 

 

 

          提 出 者  新 宿 区 長   吉 住  健 一  

 

 

 

 

  



 

 

新 宿 区 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 の 区 域 内 に お け る 建 築

物 の 制 限 に 関 す る 条 例  

 

（ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 2 5 年 法 律 第 2 0 1 号 。 以 下

「 法 」と い う 。）第 4 9 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、都 市 計 画 法（ 昭

和 4 3 年 法 律 第 1 0 0 号 ） 第 8 条 第 1 項 第 2 号 に 掲 げ る 特 別 用 途 地

区 と し て 定 め ら れ た 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 の 区 域 内 に お け る 建

築 物 の 建 築 の 制 限 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め 、 建 築 物 の 中 高 層 階 に

お け る 住 環 境 の 保 全 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 の 区 分 ）  

第 2 条  中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 は 、 建 築 制 限 の 程 度 に よ り 、 第 1

種 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 及 び 第 2 種 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 に

分 け る 。  

（ 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 内 の 建 築 制 限 ）  

第 3 条  中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 に お い て は 、 前 条 に 規 定 す る 区 分

に 従 い 、 別 表 に 掲 げ る 建 築 物 は 、 建 築 し て は な ら な い 。  

（ 既 存 の 建 築 物 に 対 す る 制 限 の 緩 和 ）  

第 4 条  法 第 3 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 前 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け な い

建 築 物 に つ い て 、 次 の 各 号 に 定 め る 範 囲 内 に お い て 増 築 又 は 改 築

を す る 場 合 に お い て は 、 法 第 3 条 第 3 項 （ 第 3 号 及 び 第 4 号 に 係

る 部 分 に 限 る 。） の 規 定 に か か わ ら ず 、前 条 の 規 定 は 適 用 し な い 。  

⑴  増 築 又 は 改 築 が 、 法 第 3 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 引 き 続 き 前 条

の 規 定 （ 同 条 の 規 定 が 改 正 さ れ た 場 合 に お い て は 、 改 正 前 の 規

定 を 含 む 。）の 適 用 を 受 け な い 期 間 の 始 期（ 附 則 第 3 項 を 除 き 、以

下「 基 準 時 」と い う 。）に お け る 敷 地 内 に お け る も の で あ り 、か

つ 、 増 築 又 は 改 築 後 に お け る 延 べ 面 積 （ 同 一 敷 地 内 に 2 以 上 の

建 築 物 が あ る 場 合 に お い て は 、そ の 延 べ 面 積 の 合 計 。以 下 同 じ 。）

及 び 建 築 面 積 （ 同 一 敷 地 内 に 2 以 上 の 建 築 物 が あ る 場 合 に お い

て は 、 そ の 建 築 面 積 の 合 計 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 基 準 時 に お け る

敷 地 面 積 に 対 し て そ れ ぞ れ 法 第 5 2 条 第 1 項 、第 2 項 及 び 第 7 項

並 び に 第 5 3 条 の 規 定 に 適 合 す る こ と 。  

⑵  増 築 後 の 床 面 積 の 合 計 は 、 基 準 時 に お け る 床 面 積 の 合 計 の



1 . 2 倍 を 超 え な い こ と 。  

⑶  増 築 後 の 前 条 の 規 定 に 適 合 し な い 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 部 分

の 床 面 積 の 合 計 は 、 基 準 時 に お け る そ の 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の

1 . 2 倍 を 超 え な い こ と 。  

（ 建 築 物 の 敷 地 が 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 の 内 外 に わ た る 場 合 等

の 措 置 ）  

第 5 条  建 築 物 の 敷 地 が 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 の 内 外 に わ た る 場

合 に お い て 、 当 該 敷 地 の 過 半 が 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 に 属 す る

と き は 、 当 該 建 築 物 の 全 部 に つ い て こ の 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 。  

２  建 築 物 の 敷 地 が 区 分 の 異 な る 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 に わ た る

場 合 は 、 当 該 建 築 物 の 全 部 に つ い て 、 当 該 敷 地 の 過 半 の 属 す る 区

分 の 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 に 係 る 規 定 を 適 用 す る 。  

（ 罰 則 ）  

第 6 条  第 3 条 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に お け る 当 該 建 築 物 の 建 築

主 、 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有 者 は 、 2 0 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。 

２  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従

業 者 が そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て 、 前 項 の 違 反 行 為 を し た と

き は 、 そ の 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対 し て も 同 項

の 罰 金 刑 を 科 す る 。  

（ 委 任 ）   

第 7 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要

な 事 項 は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

 

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 新 宿 区 中 高 層 階 住 居 専 用 地 区 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る

条 例 の 廃 止 )  

２  新 宿 区 中 高 層 階 住 居 専 用 地 区 内 に お け る 建 築 物 の 制 限 に 関 す る

条 例 （ 平 成 6 年 新 宿 区 条 例 第 4 8 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

３  平 成 8 年 5 月 3 1 日（ 以 下「 基 準 時 」と い う 。）に 存 し て い た 建

築 物 で あ っ て 、 基 準 時 か ら こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」

と い う 。 ） の 前 日 ま で の 間 に 次 の 各 号 に 定 め る 範 囲 内 に お い て 増



築 又 は 改 築 を し た も の に つ い て 、 施 行 日 以 後 に 当 該 範 囲 を 超 え る

増 築 又 は 改 築 を す る 場 合 に は 、 第 4 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 第 3

条 の 規 定 を 適 用 す る 。  

⑴  増 築 又 は 改 築 が 、 基 準 時 に お け る 敷 地 内 に お け る も の で あ

り 、か つ 、増 築 又 は 改 築 後 に お け る 延 べ 面 積 及 び 建 築 面 積 が 、基

準 時 に お け る 敷 地 面 積 に 対 し て そ れ ぞ れ 法 第 5 2 条 第 1 項 、第 2

項 及 び 第 7 項 並 び に 第 5 3 条 の 規 定 に 適 合 す る こ と 。  

⑵  増 築 後 の 床 面 積 の 合 計 は 、基 準 時 に お け る 床 面 積 の 合 計 の

1 . 2 倍 を 超 え な い こ と 。  

⑶  増 築 後 の 第 3 条 の 規 定 に 適 合 し な い 用 途 に 供 す る 建 築 物 の 部

分 の 床 面 積 の 合 計 は 、 基 準 時 に お け る そ の 部 分 の 床 面 積 の 合 計

の 1 . 2 倍 を 超 え な い こ と 。  

４  こ の 条 例 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 罰 則 の 適 用 に つ い て

は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

別 表 （ 第 3 条 関 係 ）  

区 分  建 築 し て は な ら な い 建 築 物  

第 1 種 中

高 層 階 住

環 境 保 全

地 区  

3階 以 上 の 部 分 を 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適

正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 3年 法 律 第 1 2 2号 ） 第 2条

第 1項 に 規 定 す る 営 業（ 以 下「 風 俗 営 業 」と い う 。）、同

条 第 6項 か ら 第 8項 ま で の い ず れ か に 規 定 す る 営 業

（ 以 下 「 性 風 俗 特 殊 営 業 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第 1 1

項 に 規 定 す る 営 業 （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適

正 化 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 2 7

年 法 律 第 4 5号 ）第 2条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 風 俗 営 業

等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 第 2条 第 1

項 第 3号 に 規 定 す る 営 業 に 該 当 す る も の に 限 る 。以 下

「 特 定 遊 興 飲 食 店 営 業 」 と い う 。 ） の 用 に 供 す る も

の  

第 2 種 中

高 層 階 住

環 境 保 全

地 区  

4階 以 上 の 部 分 を 風 俗 営 業 、性 風 俗 特 殊 営 業 又 は 特

定 遊 興 飲 食 店 営 業 の 用 に 供 す る も の  

 

 （ 提 案 理 由 ）  

中 高 層 階 住 居 専 用 地 区 を 廃 止 し 、 同 一 の 区 域 に お い て 中 高 層 階 住



環 境 保 全 地 区 を 指 定 す る こ と に 伴 い 、 中 高 層 階 住 環 境 保 全 地 区 の 区

域 内 に お け る 建 築 物 の 建 築 の 制 限 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 必 要 が

あ る た め  

 


